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本報告書は、スポーツ庁の障害者スポーツ推進プロジェクト委託事

業として、一般財団法人全日本ろうあ連盟が実施した令和３年度「障

害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ団体の連携及び体制

整備への支援事業）」の成果を取りまとめたものです。 
従って、本報告書の複製、転載、引用等にはスポーツ庁の承認手続

きが必要です。 
 

- 2 -



【調査概要と目的】 
 

＜①デフスポーツ啓発イベントを通した連携推進＞ 

 当連盟傘下団体である各９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・

九州）体育部に、ＪＰＣや地域の行政、障がい者スポーツ協会、障がい者スポーツ指導者協議会、

地域ろう協会、デフスポーツ団体、地域企業などの関係団体と共に、デフスポーツについて関心

や認知の向上を図るための市民向けの「デフスポーツ啓発イベント」の実施を働きかけ、地域に

おける障害者スポーツのネットワーク作りの支援を図る。 

 また、今後の地域におけるデフスポーツ啓発の参考になるよう、今回のイベントを実施した結

果及び好事例を成果報告書に載せ、デフスポーツにおける視覚的情報保障の様子を撮影した動画

やパンフレットとともに当連盟ホームページで公開し、多くの障害者スポーツ団体に情報提供す

る。 

 

＜②デフスポーツ団体体制整備支援及び情報提供の実施＞ 

  当連盟スポーツ委員会とＪＯＣが協働して、デフリンピック種目（※）のきこえるＮＦとデフ

スポーツ団体の連携支援を図るとともに、デフスポーツ団体の体制整備状況を一覧にまとめるこ

ととする。 

また、各デフスポーツ団体の体制整備やきこえるＮＦとの連携に関する好事例を収集し、成果

報告書に載せるとともに当連盟ホームページで公開することで、きこえるＮＦやデフスポーツ団

体へ情報提供を行う。（※ 陸上、水泳、卓球、サッカー、バレー、ビーチバレー、ゴルフ、空手、

柔道、バドミントン、バスケ、ボウリング、自転車、スキー、テニスの 15 競技） 
 
 

実 施 日 程 表（実 績） 
 

実施時期 

実施事項 

１.デフスポーツ啓発イベント
を通した連携推進 

2. デフスポーツ団体体制整備支援
及び情報提供の実施 

11 月 12 日 委託契約  

12 月 21 日 第１回担当者会議  

１月  

26 日 デフスポーツ団体会議 

27 日～28 日 デフスポーツ団体 

ヒアリング 

２月 

16 日 第２回担当者会議 

20 日 デフリンピックフェステ
ィバル in 北海道（中止） 

20 日 デフリンピックフェステ
ィバル in 石川（中止） 

3 日～10 日 デフスポーツ団体 

ヒアリング 

8 日 ＪＯＣ面談 

３月 

６日  デフリンピックフェステ
ィバル in 多摩市（中止） 

25 日  デフリンピックフェステ
ィバル in 東京（都議事堂） 

デフスポーツ啓発パンフ作成 

ガバナンスコード調査とりまとめ 

事業委託成果報告書作成（製本）、完了報告書（会計等）提出 

 

- 3 -



事業実績の説明 

 

（１）デフスポーツ啓発イベントを通した連携推進 

 

 １．デフスポーツ啓発イベント担当者会議 

  第１回 

   開催日時：2021 年 12 月 21 日（火）19 時 00 分～21 時 00 分 

   方  法：オンライン（ZOOM ミーティング） 

   出席者 ：スポーツ委員会委員長 小椋 武夫 

スポーツ委員会事務局長 嶋本 恭規 

ブロック体育部長、デフスポーツ団体代表、事務局 計 60 名 

   議題 ：１．事業概要の確認 

       ２．デフスポーツ啓発イベント開催ブロック選定 

   総括 ： デフスポーツ啓発イベントとして、「デフリンピックフェスティバル」

を北海道（札幌市）、北信越（石川県金沢市）、関東（東京都多摩市）で

開催することを決定した。いずれもパラスポーツ体験、パラリンピアン

とデフリンピアンのトークショーを中心に障害者スポーツに興味のあ

る方を対象に呼びかけることを決定した。 

 

  第２回 

   開催日時：2022 年２月 16 日（火）19 時 00 分～21 時 00 分 

   方  法：オンライン（ZOOM ミーティング） 

   出席者 ：スポーツ委員会委員長 小椋 武夫 

スポーツ委員会事務局長 嶋本 恭規 

ブロック体育部長、デフスポーツ団体代表、事務局 計 60 名 

   議題 ：１．デフリンピックフェスティバル開催準備について 

   総括 ： 2022 年１月末からのオミクロン株再流行に伴うまん延防止等重点措

置のために、他県から多く集まる本イベントの開催を危ぶむ声が増えて

きたため、３か所いずれも中止という苦渋の決断を行った。そのため、

それまでにかかった費用、中止の連絡など今後の事務手続きについて、

確認を行った。 

また、中止になった代わりに情報保障の様子を中心にまとめたデフスポ

ーツ啓発パンフレット（別紙１）を作成し、関係団体に配布することで、

より多くの方々にデフスポーツを知ってもらうことを確認した。 
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＜情報保障の様子をまとめたデフスポーツ啓発パンフ＞ 

 

 

＜デフスポーツ啓発イベント担当者会議の様子＞ 

 

 ２．デフスポーツ啓発イベントの実施 

   ■「デフリンピックフェスティバル in 北海道」 

   開催日時：2022 年２月 20 日（日）13 時 00 分～16 時 30 分 

   会  場：かでる２．７（北海道立道民活動センター） 

   後  援：札幌市 

一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会 

公益社団法人札幌聴覚障害者協会 
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   協  力：北海道 

公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会 

公益社団法人北海道ろうあ連盟スポーツ委員会 

   内  容：① 障がい者スポーツ体験（ボッチャ体験） 

        講師：北海道ボッチャ協会 理事長 樋口幸治氏 

 ② 講演『デフスポーツそしてデフリンピックって？』 

        講師：全日本ろうあ連盟デフリンピック準備室 

        ③ パネルディスカッション 

          パネリスト： (一社)日本ろう者スキー協会 

                   名誉副会長兼相談役 伏見景子氏 

                北海道新聞社 

                   パラスポーツアドバイザー 永瀬充氏 

 

   ■「デフリンピックフェスティバル in 石川」 

   開催日時：2022 年２月 20 日（日）13 時 00 分～16 時 30 分 

   会  場：金沢商工会議所１Ｆホール 

   主  管：社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 

後  援：石川県 

   協  力：石川県障害者スポーツ協会 

北信越ろうあ連盟 

北信越ろうあ連盟スポーツ委員会北海道 

   内  容：① 講演『デフスポーツそしてデフリンピックって？』 

         講師：全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 

② パネルディスカッション 

           報告：『デフスポーツについて』 

           講師：門脇 翠氏（一社）日本デフ陸上競技協会 副会長 

           パネリスト：石川県聴覚障害者協会 （デフアスリート） 

門脇 翠氏 （一社）日本デフ陸上競技協会 副会長 

           森光佑矢氏（一社）日本デフ陸上競技協会／ 

SMBC 日興証券株式会社 

           土倉仁菜氏（一社）日本ろうあ者卓球協会 

           新田照予氏 デフリンピアン 

（ローマ大会バドミントン競技） 

嶺藤 至氏 石川デフブルースパークス 

（バスケットボール競技） 

        ③ 障がい者スポーツ体験（ボッチャ体験） 

         協力：石川県ボッチャ協会  

 

■「デフリンピックフェスティバル in 多摩市」 

   開催日時：2022 年３月６日（日）13 時 00 分～16 時 30 分 

   会  場：多摩市総合福祉センター 
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   主  管：多摩市聴覚障害者協会 

   協  力：多摩市 

多摩市社会福祉協議会 

東京都障害者スポーツ協会 

東京都聴覚障害者連盟 

関東ろう連盟体育部 

内  容：① 障がい者スポーツ（デフスポーツ、パラスポーツ）体験 

② 講演『デフスポーツとデフリンピック（仮題）』 

      ③ パネルディスカッション（デフアスリート、アスリート各 1 名） 

※ 不屈の精神で挑戦を続けるデフアスリートやパラアスリートの姿

勢とその言葉から、夢を持つことの大切さや挑戦する気持ち、モ

チベーションコントロール、壁を乗り越える秘訣を学ぶ 

  

デフリンピック・フェスティバル 

in 北海道開催案内 

デフリンピック・フェスティバル 

in 石川開催案内 

 

■「デフリンピックフェスティバル in 東京（都庁）」 

   開催日時：2022 年３月 25 日（金）17 時 00 分～18 時 30 分 

   会  場：東京都議会議事堂、オンライン併催 

   主  催：全日本ろうあ連盟スポーツ委員会、東京都聴覚障害者連盟 

   協  力：日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会、関東ろうあ連

盟、東京都障害者スポーツ協会、東京都人権啓発センター、東京都医

師会、東京都耳鼻咽喉科医会、東京都手話通訳問題研究会、東京都手
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話サークル連絡協議会、東京飛翔ライオンズクラブ 

多摩市社会福祉協議会 

内  容：① 来賓挨拶 

        岸田文雄総理大臣のメッセージ 

        東京都副知事挨拶 

国際ろう者スポーツ委員会会長 グスタボ・ペラッツォーロ

氏 

 （ビデオメッセージ） 

② 基調報告『多種多様な共生社会を目指して』 

   デフリンピック準備室室長 久松 三二 

③ 第 24 回夏季デフリンピック・ブラジル大会について 

（参加選手からの挨拶） 

   山田 真樹氏（一般社団法人日本デフ陸上競技協会） 

   亀澤 理穂氏（一般社団法人日本ろうあ者卓球協会） 

      ③ トークショー 

コーディネーター：薬師寺みちよ先生 

初瀬 勇輔氏（パラ柔道） 

早瀨 久美氏（デフ自転車） 

北澤 豪氏 （元サッカー日本代表） 

 

  
岸田文雄総理大臣のメッセージ 会場の様子 

  

トークショー、デフリンピアンの皆様 「観る会」開催（オンライン視聴の様子） 
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（２）デフスポーツ団体体制整備支援及び情報提供の実施 

 １．デフスポーツ団体会議 

   開催日時：2022 年１月 26 日（水）19 時 00 分～21 時 00 分 

   方  法：オンライン（ZOOM ミーティング） 

   出 席 者：スポーツ委員会委員長 小椋 武夫 

スポーツ委員会事務局長 嶋本 恭規 

デフスポーツ団体代表、事務局 

   議  題：１．事業内容説明 

        ２．ヒアリング実施への協力依頼 

   総  括： デフスポーツ団体の課題をとりまとめるために、下記の２点につい

てヒアリングを行うことを確認した。ヒアリング結果を成果報告書

にて取りまとめたあと、関係団体に配布することを確認した。 

① きこえるＮＦとの連携状況の確認 

② ガバナンスコードの実施状況及び 

ガバナンスコード遵守のための課題 

  

 ２．デフスポーツ団体ガバナンスコード進捗状況調査 

調査内容： 

デフリンピック実施競技のうち、国内にデフ競技団体がある 15団体について、

デフ競技団体の課題を確認するために、ガバナンスコードの実施状況を確認した。 

なおこのうち、バスケと空手は協会体制が立ち上がったばかりであ り、ガバ

ナンスコードの自己評価をしておらず、残りの 13 団体（87%）の進捗状況をまと

めたものが別紙２である。 

これは、競技団体側の自己評価をもとにした対応状況の進捗確認が 目的であ

り、競技団体のガバナンスコードの質や内容を評価するものではないことや、点

数についても、デフスポーツ全体の進捗の把握のためであり、個々のデフ競技団

体を比較、評価するものではないことにご留意いただきたい。 

 

良かった点： 

・長年にわたる JPC からの指導により、規定整備、情報開示、財務・経理に関

しては改善されている 

現在の課題： 

 ・組織運営に関わる人材不足 

   ・会員数が少ないところは、役員人材も少なく引継ぎが難しい状況。 

   ・より適切な支援を受けるために、手話言語でコミュニケーションが取れ、デフ

スポーツに見識のある弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者の発掘育成

が必要 

   ・有事のための危機管理体制整備を策定していない団体が多い 

今後の方針： 

 ・長期計画が見えず、デフスポーツ全体のビジョン、ミッションを立てて 
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    各競技団体でそれにあわせた長期計画を作成することが喫緊の課題 

   ・審判関連は、きこえる競技団体から派遣してもらう形になっているが、  

    デフの特性を知り、手話言語ができる審判を養成していくことで、障害者スポ

ーツへの参画機会が増えることが考えられる。 

   ・きこえる NF と組織的な関連があるのは、４団体（サッカー、卓球、柔道、テ

ニス）のみであり、今後、それぞれの競技において、運営ノウハウを持つきこ

える NF との共同体制構築が必要になる。そのため、2022 年度は当委員会にて

すべてのきこえる NF と面談を行い、デフスポーツ団体とつないでいく。 

 

 ３．デフスポーツ団体ヒアリング実施 

１月 27 日（木）16:00〜17:00 一般社団法人日本デフ陸上競技協会 

１月 28 日（木）９:30〜10:30 一般社団法人日本デフバレーボール協会 

２月３日（木）18:00〜19:00 一般社団法人日本ろう自転車競技協会 

２月４日（金）10:00〜11:00 一般社団法人日本ろうあ者卓球協会 

２月４日（金）11:00〜12:00 特定非営利活動法人日本デフバスケットボール協会 

２月４日（金）18:00～19:00 一般社団法人日本ろう柔道協会 

２月４日（金）19:00～20:00 特定非営利活動法人日本デフゴルフ協会 

２月４日（金）20:00～21:00 一般社団法人日本ろう空手道連盟 

２月７日（月）10:00～11:00 一般社団法人日本デフセーリング協会 

２月７日（月）11:00～12:00 一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会 

２月７日（月）18:00～19:00 一般社団法人日本ろう者水泳協会 

２月７日（月）19:00～20:00 一般社団法人日本ろう者サッカー協会 

２月７日（月）20:00～21:00 一般社団法人日本ろう者テニス協会 

２月８日（火）19:00～20:00 日本デフオリエンテーリング協会 

２月８日（火）20:00～21:00 一般社団法人日本ろう者ボウリング協会 

２月 10 日（木）11:00～12:00 一般社団法人日本デフバドミントン協会 

  

４．きこえるＮＦとの連携について 

   開催日時：2022 年 2 月 8 日（火）16 時 30 分～17 時 30 分 

   場  所：ＪＯＣ会議室 

   内  容：今後、デフスポーツ団体ときこえる競技団体の連携をすすめていくた

めに必要な支援をお願いした。連携状況の現状としては、今年より、

全柔連内に視覚障がい者・ろう者柔道連携部会が設立されたことが好

事例として挙げられる。他にも一般社団法人日本ろうあ者卓球協会は、

以前より日本卓球協会に加盟している。このような連携を増やしてい

くために必要なことを今後検討していく。 
 

以上 
 
＜別紙１＞デフスポーツ啓発パンフ 
＜別紙２＞デフスポーツ団体ガバナンスコード進捗状況一覧 
＜別紙３＞デフスポーツ団体ガバナンスコード自己評価 
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デフスポーツ団体ガバナンスコード自己評価状況（2022年２月時点）

審査
項目
通番
号

原則 審査項目 陸上 バド
ビー
チバ
レー

ボウリ
ング

ゴルフ
自転
車

サッ
カー

柔道 水泳 テニス 卓球
バ

レー
ス

キー
進捗
平均

1 （1）組織運営に関する中長期基本計画を策定し公
表すること

3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2.2

2 （2）組織運営の強化に関する人材の採用及び育
成に関する計画を策定し公表すること

3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1.8

3 （3）財務の健全性確保に関する計画を策定し公表
すること

3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2.2

4

(1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様
性の確保を図ること
①外部理事の目標割合（25%以上）及び女性理事
の目標割合（40%以上）を設定するとともに、その達
成に向けた具体的な方策を講じること

3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1.5

5

(1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様
性の確保を図ること
②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び
女性評議員の目標割合を設定するとともに、その
達成に向けた具体的方策を講じること

- - - - - - - - - - - - - -

6
（1）組織の役員及び評議員の構成等における多
様性の確保を図ること
③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運
営に反映させるための具体的な方策を講じること

3 3 2 2 1 3 2 1 3 1 3 3 3 2.3

7
（2）理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図
ること

3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2.5

8
（1）組織の役員及び評議員の構成等における多
様性の確保を図ること
③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運
営に反映させるための具体的な方策を講じること

3 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1.9

9
（3）役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
②理事が原則として10年を超えて在任することが
ないよう再任回数の上限を設けること

3 2 1 1 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1.9

10
（4）独立した諮問委員会として役員候補者選考委
員会を設置し、構成員に有識者を配置すること

3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1.6

11
（1）NF及びその役職員その他構成員が適用対象
となる法令を遵守するために必要な規程を整備す
ること

3 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.5

12
（2）その他組織運営に必要な規程を整備すること
①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を
整備しているか

3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2.5

　　　　　　点数について＜対応済…3点、2022年度末までに対応…2点、未定（2023年度以降の対応、検討中、具体的なスケジュールが未定）…1点＞
1.8点以下…水色、2.5点以上…オレンジ

［原則1］組織運営等
に関する基本計画

を策定し公表すべき
である

［原則2］適切な組織
運営を確保するた
めの役員等の体制
を整備すべきであ

る。

［原則3］組織運営等
に必要な規程を整
備すべきである。
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13 （2）その他組織運営に必要な規程を整備すること
②法人の業務に関する規程を整備しているか

3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 2 2.3

14
（2）その他組織運営に必要な規程を整備すること
③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備し
ているか

3 3 1 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.5

15 （2）その他組織運営に必要な規程を整備すること
④法人の財産に関する規程を整備しているか

3 3 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1.9

16 （2）その他組織運営に必要な規程を整備すること
⑤財政的基盤を整えるための規程を整備している

3 3 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2.0

17
（3）代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規
程その他選手の権利保護に関する規程を整備す
ること

3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2.6

18 （4）審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程
を整備すること

- - - - - - - - - - - - - -

19
（5）相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルー
トを確保するなど、専門家に日常的に相談や問い
合わせをできる体制を確保すること

3 3 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.5

20 （1）コンプライアンス委員会を設置し運営すること 2 3 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 2.0

21 （2）コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公
認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること

2 3 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1.8

22 （1）NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施
すること

3 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2.0

23 （2）選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を
実施すること

3 2 2 1 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2.2

24 （3）審判員向けのコンプライアンス教育を実施する
こと

- - - - - - - - - - - - - -

25 （1）法律、税務、会計等の専門家のサポートを日
常的に受けることができる体制を構築すること

3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2.4

26
（2）財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計
原則を遵守すること

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.8

27 （3）国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のた
めに求められる法令、ガイドライン等を遵守するこ

3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2.8

28 （1）財務情報等について、法令に基づく開示を行う
こと

3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2.7

29
（2）法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に
行うこと
① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を
開示すること

3 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 1 3 2.4

30
（2）法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に
行うこと
② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を
開示すること

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.0

31 （1）役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFと
の間に生じ得る利益相反を適切に管理すること

3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2.3

［原則6］法務、会計
等の体制を構築す

べきである

［原則7］適切な情報
開示を行うべきであ

る。

［原則8］利益相反を
適切に管理すべき

である

［原則4］コンプライ
アンス委員会を設置

すべきである。

［原則5］コンプライ
アンス強化のため
の教育を実施すべ

きである
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32 （2）利益相反ポリシーを作成すること 3 3 2 1 1 2 2 1 3 1 3 3 2 2.1

33 (1) 通報制度を設けること 3 3 2 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.4

34 （2） 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計
士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること

3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 2 2.2

35
（1）懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処
分の内容及び処分に至るまでの   手続を定め、周
知すること

3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.5

36 （2） 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有
すること

3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 2.4

37
（1）NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法
人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利
用できるよう自動応諾条項を定めること

3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.6

38
（2）スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分
対象者に通知すること

3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2.6

39
（1）有事のための危機管理体制を事前に構築し、
危機管理マニュアルを策定すること

3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1.8

40

（2）不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究
明、責任者の処分及び再発防止策の提言につい
て検討するための調査体制を速やかに構築するこ
と
※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が
発生した場合のみ審査を実施

- - - - - - - - - - - - - -

41

（3）危機管理及び不祥事対応として外部調査委員
会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・
中立性・専門性を有する外部有識者（弁護士、公
認会計士、学識経験者等）を中心に構成すること
※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査
委員会を設置した場合のみ審査を実施

- - - - - - - - - - - - - -

42
（1）加盟規程の整備等により地方組織等との間の
権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組
織運営及び業務執行について適切な指導、助言
及び支援を行うこと

- - - - - - - - - - - - - -

43
（2）地方組織等の運営者に対する情報提供や研
修会の実施等による支援を行うこと

- - - - - - - - - - - - - -

2.94 2.78 2.42 1.72 1.33 2.17 1.97 2.08 2.92 1.56 2.69 2.42 2.50 2.27進捗平均

である

［原則13］地方組織
等に対するガバナン
スの確保、コンプラ
イアンスの強化等に
係る指導、助言及び
支援を行うべきであ

る。

［原則12］危機管理
及び不祥事対応体
制を構築すべきであ

る。

［原則11］選手、指
導者等との間の紛
争の迅速かつ適正
な解決に取り組む

べきである。

［原則10］ 懲罰制度
を構築すべきである

［原則9］通報制度を
構築すべきである
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